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●
特
定
健
診

　
国
民
健
康
保
険
等
の
医
療
保
険
者
が
、特
定
健
診
を
行
い
ま
す
。メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目
し
、バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
生
活
や
適
度
な
運
動
等
の

生
活
習
慣
の
改
善
に
よ
る
効
果
が
大
き
い
と
さ
れ
る
生
活
習
慣
病
の
予
防
や
重
症
化
の
防
止
を
め
ざ
し
ま
す
。

う
ょ
し
ま
け
受
を

診
健
定
特.3

す
ま
し
付
送
に
と
ご
帯
世
を
券
診
受.1 2.
健
診
場
所
を
選
び
ま
し
ょ
う

大
阪
市
国
民
健
康
保
険
で
は

【
健
診
内
容
】

○
基
本
的
な
健
診（
無
料
）

質
問（
問
診
）、
身
体
計
測
（
身
長
・
体
重
・
腹
囲
）、
血
圧
測
定
、

理
学
的
検
査
（
診
察
）、
尿
検
査
（
蛋
白
・
糖
）

脂
質
（
中
性
脂
肪・
Ｈ
ＤＬ
・Ｌ
ＤＬ
ま
た
は
No
n-
HD
L）

血
液
検
査

血
糖（
血
糖
・
Hb
A1
c）

腎
機
能（
血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン（
eＧ
Ｆ
Ｒ
）・
血
清
尿
酸
）

○
詳
細
な
健
診（
無
料
）

貧
血
検
査
、心
電
図
検
査
、眼
底
検
査
は
基
準
に
該
当
し
、医
師
が
必
要

と
判
断
し
た
場
合
に
行
い
ま
す
。

肝
機
能（
AS
T・
AL
T・
γ
-G
T）

○
対
象
者

大
阪
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
う
ち
40
歳
～
74
歳
の
方

（
実
施
年
度
中
に
40
歳
に
な
る
方
を
含
む
）

※
受
診
券
が
お
手
元
に
な
い
場
合
は
区
役
所
保
険
年
金
業
務

担
当（
保
険
）の
窓
口
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
再
発
行
で

き
ま
す
。

な
お
、特
定
健
診
受
診
券
の
利
用
は
、年
度
中
に
1回
の
み
で
す
。

・
取
扱
医
療
機
関
、地
域
の
集
団
健
診
会
場
で
行
い
ま
す
。

・
受
診
券
に「
け
ん
し
ん
実
施
場
所
一
覧
」を
同
封
し
て
い
ま
す
。

・
な
お
、
お
住
ま
い
の
区
以
外
で
も
、
府
内
の
取
扱
医
療
機
関
や
市

内
の
集
団
健
診
実
施
会
場
で
受
診
で
き
ま
す
。

　く
わ
し
く
は
、各
区
保
健
業
務
担
当（
P6
2）
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

・
医
療
機
関
で
治
療
中
の
方
も
特
定
健
診
の
対
象
と
な
り
ま
す
の

で
、主
治
医
と
ご
相
談
の
上
、受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
医
療
機
関
に
よ
り
予
約
制
の
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
事
前
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

　
特
定
健
診
受
診
券
・
マ
イ
ナ
保
険
証
ま
た
は
資
格
確
認
書
・
受
診
券

に
同
封
の
個
人
票（
問
診
票
）

毎
年
必
ず
特
定
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

75
歳
以
上
の
方
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　
・
検
査
は
、空
腹（
食
後
10
時
間
以
上
）で
行
い
ま
す
。

　
　
お
水
や
お
湯
は
お
飲
み
い
た
だ
い
て
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　
・
お
薬
を
常
用
さ
れ
て
い
る
方
は
、薬
剤
の
使
用
に
つ
い
て
、主
治
医
　

　
　
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
・
前
日
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
・
激
し
い
運
動
は
控
え
ま
し
ょ
う
。

積
極
的
支
援

動
機
付
け
支
援

●
特
定
保
健
指
導

　
特
定
健
診
の
結
果
、特
定
保
健
指
導
の
対
象
と
な
っ
た
方
に
対
し
て
、医
師
、保
健
師
、管
理
栄
養
士
等
に
よ
る
生
活
習
慣
改
善
の
た
め
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

支
援
内
容
は
、生
活
習
慣
病
に
な
る
リ
ス
ク
の
高
さ
に
よ
っ
て「
積
極
的
支
援
」ま
た
は「
動
機
付
け
支
援
」と
な
り
ま
す
。

2.
特
定
保
健
指
導
を
受
け
ま
し
ょ
う

利
用
方
法
と
実
施
場
所
を
選
び
ま
し
ょ
う

.1

大
阪
市
国
民
健
康
保
険
で
は

●

生
活
習
慣
を
見
直
し
て
健
康
づ
くり
に
取
り
組
み
ま
し
ょう
︕

○
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

　
・
特
定
保
健
指
導
利
用
券

　
（
健
診
当
日
や
健
診
結
果
の
説
明
時
に
特
定
保
健
指
導
を

利
用
す
る
場
合
は
不
要
で
す
。
）

　
・
マ
イ
ナ
保
険
証
ま
た
は
資
格
確
認
書

　
・
健
診
結
果

・
特
定
健
診
を
受
診
さ
れ
た
方
で
特
定
保
健
指
導
に
該
当
す
る

方
に
利
用
券
を
送
付
し
ま
す
。
「
特
定
保
健
指
導
取
扱
機
関

一
覧
」
の
中
か
ら
利
用
し
た
い
機
関
を
選
ん
で
電
話
等
で
直

接
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
集
団
健
診
や
一
部
の
健
診
実
施
機
関
で
は
、
健
診
当
日
に
特
定
保

健
指
導
の
初
回
面
接
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ご
自
身
で

「
健
康
目
標
」
に

沿
っ
て
生
活
習
慣

を
改
善
し
ま
す
。

●
初
回
面
接

医
師
・
保
健
師
・
管
理
栄
養
士

等
が
利
用
さ
れ
る
方
に
合
わ
せ

た
健
康
目
標
を
立
て
、
実
践
的

な
ア
ド
バ
イ
ス
等
を
行
い
ま
す
。

電
話
や
メ
ー
ル
等
で

継
続
的
に
支
援
を
行

い
ま
す
。

3か
月
以
上
経

過
後
に
電
話
や

メ
ー
ル
等
で
健

康
状
態
や
生
活

習
慣
の
改
善
状

況
を
伺
い
ま

す
。

※
特
定
健
診・
特
定
保
健
指
導
は
、「
大
阪
市
国
民
健
康
保
険
保
健
事
業
実
施

　
計
画
・
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
」
に
基
づ
き
実
施
し
て
い
ま
す
。
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